
 

 

１．PTA とは ※公益社団法人 日本 PTA 全国協議会 

保護者（P）と教職員（T）による社会教育関係団体です。生徒たちの健全育成を目的として地域社会

との一体化、保護者の成人教育、学校教育への協力などを中心に活動しています。 

 

２．PTAの目的 ※PTA 会則 第２、３条  ※一部加工あり 

家庭と学校、地域社会が一体となって生徒の健全な発達を図り、本校の教育目標の達成に寄与すると

ともに、併せて会員相互の修養親睦を図ることを目的としています。 

1．教育振興のための調査研究事業 

2．教育研究への協力及び学習環境づくりへの支援 

3．会報紙の発行（たがえし） 

4．教師の修養、研究と教育活動への協力 

5．関係団体との連携 

6．その他本会の目的達成に必要な事業 

 

３．委員会 ※PTA 会則 細則 第２  ※一部加工あり 

４つの専門委員会と、それぞれの担当事業があります。 

総務委員会：総会、保護者懇談会、その他の委員会に属さない PTA 活動など 

学習委員会：生徒と共に学ぶ勉強会、職業体験学習のサポート 

文化委員会：誇れる学校文化を育む活動（あいさつ運動）、他 

情報委員会：会報紙「たがえし」の発刊、PTA ホームページの運営など 

 

～令和４年度に実施した事業～ 

 

 

 

 

 

 

職業観を養う事業 ～キャリアデザインキャンプ～ 

（講師：市役所、地元企業、大学、OB・OG、PTA、他） 

PTAに関するその他の情報は PTAホームページでご覧になれます。 

会報紙「たがえし」 

PTA活動報告や保護者向けの情報 親子勉強会 あいさつ運動 


